
月

日
に
川
西
薩
地
区

市

町

村

月

日
に
川
西
薩
地
区

市

町

村

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
の
第

三
回
会
議
は
十
一
月
十
八
日
、
川
内
市

内
で
開
か
れ
ま
し
た
。
協
議
の
結
果
、

川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入
来

町
、
東
郷
町
、
祁
答
院
町
、
里
村
、
上

甑
村
、
鹿
島
村
の
二
市
四
町
三
村
で
十

二
月
二
十
五
日
に
法
定
合
併
協
議
会
を

設
置
さ
せ
る
こ
と
で
合
意
。
下
甑
村
は

参
加
を
留
保
し
ま
し
た
。

会
議
に
は
森
会
長
・
委
員
の
計
三
十

九
名
中
、
下
甑
村
（
三
名
）
を
除
く
三

十
六
名
が
出
席
。
法
定
合
併
協
議
会
の

規
約
（
案
）、
平
成
十
四
年
度
事
業
計

画
（
案
）、
同
年
度
歳
入
歳
出
予
算

（
案
）、
事
務
事
業
の
一
元
化
調
整
方

針
（
案
）、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の

策
定
方
針
（
案
）
が
原
案
通
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

第
二
回
会
議
（
十
一
月
八
日
）
で

は
、
第
三
回
会
議
で
各
市
町
村
が
法
定

合
併
協
議
会
へ
の
参
加
に
つ
い
て
意
向

表
明
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
い
ま

し
た
が
、
下
甑
村
か
ら
は
事
前
に

村

長
が
十
一
月
十
四
日
に
辞
任
し
、
十
二

月
に
村
長
・
村
議
選
が
あ
る
た
め
、
合

併
問
題
に
つ
い
て
は
新
し
い
議
員
と
村

長
が
民
意
を
把
握
し
て
か
ら
判
断
す
る

こ
と
に
な
る
。
法
定
協
へ
の
参
加
は
留

保
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
連
絡

が
あ
り
ま
し
た
。

第
四
回
会
議
は
十
二
月
二
十
五
日
に

川
内
市
内
で
開
か
れ
、
任
意
合
併
協
議

会
の
解
散
、
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
の
第

三
回
会
議
は
十
一
月
十
八
日
、
川
内
市

内
で
開
か
れ
ま
し
た
。
協
議
の
結
果
、

川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入
来

町
、
東
郷
町
、
祁
答
院
町
、
里
村
、
上

甑
村
、
鹿
島
村
の
二
市
四
町
三
村
で
十

二
月
二
十
五
日
に
法
定
合
併
協
議
会
を

設
置
さ
せ
る
こ
と
で
合
意
。
下
甑
村
は

参
加
を
留
保
し
ま
し
た
。

会
議
に
は
森
会
長
・
委
員
の
計
三
十

九
名
中
、
下
甑
村
（
三
名
）
を
除
く
三

十
六
名
が
出
席
。
法
定
合
併
協
議
会
の

規
約
（
案
）、
平
成
十
四
年
度
事
業
計

画
（
案
）、
同
年
度
歳
入
歳
出
予
算

（
案
）、
事
務
事
業
の
一
元
化
調
整
方

針
（
案
）、
新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の

策
定
方
針
（
案
）
が
原
案
通
り
承
認
さ

れ
ま
し
た
。

第
二
回
会
議
（
十
一
月
八
日
）
で

は
、
第
三
回
会
議
で
各
市
町
村
が
法
定

合
併
協
議
会
へ
の
参
加
に
つ
い
て
意
向

表
明
す
る
こ
と
を
申
し
合
わ
せ
て
い
ま

し
た
が
、
下
甑
村
か
ら
は
事
前
に

村

長
が
十
一
月
十
四
日
に
辞
任
し
、
十
二

月
に
村
長
・
村
議
選
が
あ
る
た
め
、
合

併
問
題
に
つ
い
て
は
新
し
い
議
員
と
村

長
が
民
意
を
把
握
し
て
か
ら
判
断
す
る

こ
と
に
な
る
。
法
定
協
へ
の
参
加
は
留

保
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い

と
の
連
絡

が
あ
り
ま
し
た
。

第
四
回
会
議
は
十
二
月
二
十
五
日
に

川
内
市
内
で
開
か
れ
、
任
意
合
併
協
議

会
の
解
散
、
法
定
合
併
協
議
会
の
設
置

が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

川内市のおおとり荘で開かれた任意合併
協議会の第 回会議



第 回会議の第 回会議の
議決事項議決事項

任
意
合
併
協
議
会
の
第
二
回
会
議
は
十
一
月
八

日
、
串
木
野
市
内
で
開
か
れ
ま
し
た
。
会
議
で
は
、

合
併
方
式
は
新
設
合
併
（
い
わ
ゆ
る
対
等
合
併
）

と
す
る
こ
と
や
、
新
市
名
称
は
公
募
す
る
こ
と
な

ど
が
承
認
さ
れ
ま
し
た
。

議
決
事
項
は
次
の
通
り
で
す
。

合
併
の
方
式

新
設
合
併

を
基
本
に
協
議
を
進
め
る
こ
と

と
す
る
。

合
併
の
目
標
期
日

平
成
十
六
年
十
月
と
す
る
。

新
市
の
名
称
の
決
定
方
法

法
定
合
併
協
議
会
設
立
後
、
協
議
会
委
員
か
ら

選
考
委
員
を
選
出
し
、早
い
時
期
に
公
募
を
行
い
、

公
募
結
果
を
も
と
に
協
議
を
進
め
る
こ
と
と
す

る
。新

市
の
事
務
所（
本
庁
）の
位
置

新
庁
舎
建
設
ま
で
の
間
は
、
川
内
市
神
田
町
三

番
二
二
号
（
現
在
の
川
内
市
役
所
の
位
置
）
と
し
、

支
所
、
出
張
所
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
は
、
地
方

自
治
法
第
一
五
五
条
に
基
づ
き
、
関
係
市
町
村
に

置
く
こ
と
を
基
本
に
協
議
を
進
め
る
こ
と
と
す

る
。

（
参
考
）

【
地
方
自
治
法
第

条
】

一

地
方
公
共
団
体
は
、
そ
の
事
務
所
の
位
置
を

定
め
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、

条
例
で
こ
れ
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二

前
項
の
事
務
所
の
位
置
を
定
め
又
は
こ
れ
を

変
更
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
住
民
の
利
用
に
最
も

便
利
で
あ
る
よ
う
に
、
交
通
の
事
情
、
他
の
官
公

署
と
の
関
係
等
に
つ
い
て
適
当
な
考
慮
を
払
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

任
意
合
併
協
議
会
の
第
三
回
会
議
（
十
一
月
十

八
日
）
で
承
認
さ
れ
た
議
決
事
項
と
協
議
事
項
は

次
の
通
り
で
す
。

議
決
事
項

法
定
合
併
協
議
会
の
規
約
案（
抜
粋
）

第
一
条

川
内
市
、
串
木
野
市
、
樋
脇
町
、
入
来

町
、
東
郷
町
、
祁
答
院
町
、
里
村
、
上
甑
村
及

び
鹿
島
村
（
以
下

関
係
市
町
村

と
い
う
。）

は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
二
年
法
律
第
六
七

号
）
第
二
五
二
条
の
二
第
一
項
及
び
市
町
村
の

合
併
の
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四

年
法

律
第
六
号
。
以
下
法
と
い
う
。）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
基
づ
き
合
併
協
議
会（
以
下
協

議
会

と
い
う
。）
を
置
く
。

第
二
条

こ
の
協
議
会
は
川
西
薩
地
区
法
定
合
併

協
議
会
と
称
す
る
。

第
三
条

こ
の
協
議
会
は
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行

う
。

関
係
市
町
村
の
合
併
に
関
す
る
協
議

法
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
く
市
町
村
建
設

計
画
の
作
成

関
係
市
町
村
の
合
併
に
必
要
な
調
査
研
究

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
関
係
市

町
村
の
合
併
に
関
し
必
要
な
事
項

第
七
条

委
員
は
次
の
者（
会
長
を
除
く
）を
も
っ

て
充
て
る
。

関
係
市
町
村
の
首
長
及
び
助
役

関
係
市
町
村
の
議
会
の
議
長
及
び
関
係
市

町
村
の
議
員
の
う
ち
当
該
議
長
が
指
名
し
た

者
一
名

関
係
市
町
村
の
長
が
協
議
し
て
定
め
た
学

識
経
験
を
有
す
る
者
十
八
名
以
内

第
一
二
条

会
議
に
付
議
す
る
事
項
の
う
ち
会
長

が
必
要
と
認
め
る
事
項
そ
の
他
の
事
項
を
協
議

又
は
調
整
す
る
た
め
、
協
議
会
に
関
係
市
町
村

の
首
長
で
構
成
す
る
市
町
村
長
調
整
会
を
置
く
。

第
一
三
条

協
議
会
は
、
担
任
事
務
の
一
部
に
つ

い
て
調
査
、
審
議
等
を
行
う
た
め
小
委
員
会
を

置
く
こ
と
が
で
き
る
。

附
則

こ
の
規
約
は
、
平
成
十
四
年
十
二
月
二
十
五
日

か
ら
施
行
す
る
。

法
定
合
併
協
議
会
の
平
成

年
度
予
算（
案
）

歳
入
の
部

二
千
三
百
四
十
四
万
九
千
円

（
構
成
市
町
村
負
担
金
の
み
）

歳
出
の
部

二
千
三
百
四
十
四
万
九
千
円

（
協
議
会
会
議
費
、
幹
事
会
会
議
費
、
小
委
員
会

会
議
費
、
事
務
局
運
営
費
、
ま
ち
づ
く
り
計
画
策

串
木
野
市
の
シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
さ
の
さ
で
開
催
さ

れ
た
第

回
会
議

合
併
方
式
は
新
設
合
併

第

回
会
議
を
開
催
（

月

日
）



定
事
業
費
、
事
務
事
業
調
整
事
業
費
、
広
報
広
聴

事
業
費
な
ど
）

事
務
事
業
一
元
化
調
整
方
針（
案
）

調
整
の
目
的
、
基
本
的
な
事
項
、
事
務
事
業
の

調
整
方
針
、
調
整
方
針
の
分
類
な
ど
。

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
方
針（
案
）

計
画
の
趣
旨
、
計
画
の
構
成
、
計
画
の
期
間
、

計
画
の
内
容
に
関
す
る

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画

の
策
定
方
針

と

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策

定
体
制
。協

議
事
項

任
意
合
併
協
議
会
の
解
散
と
決
算

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
は
川
西
薩
地
区

法
定
合
併
協
議
会
の
設
置
当
日
を
も
っ
て
、
出
納

の
決
算
・
監
査
を
除
く
任
意
合
併
協
議
会
の
す
べ

て
の
活
動
を
停
止
し
、
規
約
を
廃
止
し
、
解
散
す

る
。法

定
合
併
協
議
会
委
員
の
学
識
経
験

者
の
取
り
扱
い

関
係
市
町
村
が
そ
れ
ぞ
れ
一
名
か
ら
二
名
を
推

薦
す
る
こ
と
と
す
る
。
全
体
で
十
八
名
以
内
。

法
定
合
併
協
議
会
ま
ち
づ
く
り

フ
ォ
ー
ラ
ム
委
員
の
取
り
扱
い

関
係
市
町
村
が
そ
の
年
齢
層
、
専
門
分
野
、
女

性
の
登
用
等
を
考
慮
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
名
か
ら

五
名
を
推
薦
す
る
こ
と
と
す
る
。
全
体
で
四
十
五

名
以
内
。

（仮称）川西薩地区法定合併協議会
平成 年度事業計画（案）

期間 協議会会議 その他の業務

月

法定協議会規約施行（ 予定）
法定協議会設置会議

・規約の確認
・会長、副会長選任

第 回会議（ 予定）
・委員委嘱状の交付
・会議運営規程について事前協議
・監査委員の選任について事前協議
・平成 年度事業計画（案）予算（案）

月

第 回会議（ 予定）
新市名称候補選定小委員会の設置

・事務事業一元化調整方針（案）
・新市まちづくり計画の策定方針（案）

（ 第 回幹事会予定）
・協議会各専門部会・分科会の発足
・事務事業一元化に係る調整個表（比較表）の作成
・電算現況調査の分析
・ プロジェクト会議 設置
・ プロジェクトワーキング会議 設置
・ まちづくりフォーラム 設置
・県事業の調整
・実施計画事業の調整
新市名称候補選定小委員会の開催
・ 協議会だより 第 号発行

月

第 回会議（ 予定）
新市名称公募方法等の承認

・各規程の報告
幹事会規程、専門部会規程、事務局規程、財務規程、
委員等の報酬及び費用弁償に関する規程、会議録等
閲覧に関する要綱等

（ 第 回幹事会予定）
・事務事業一元化に係る調整項目分類の検討
・ プロジェクト会議 開催
・ プロジェクトワーキング会議 開催
・ まちづくりフォーラム 開催
・県事業の調整
・実施計画事業の調整
・各種団体への説明
・ 協議会だより 第 号発行
（ 第 回幹事会予定）

月

第 回会議（ 予定）
・平成 年度事業計画（案）
・平成 年度予算（案）
・合併協定項目（項目名及び項目数）（案）の提案

・事務事業一元化に係る調整項目のすり合わせ着手
・ プロジェクト会議 開催
・ プロジェクトワーキング会議 開催
・ まちづくりフォーラム 開催
・県事業の調整
・実施計画事業の調整
・ 協議会だより 第 号発行

期間 協議会会議 その他の業務

月

月

月

月



組織(案)イメージ�

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
に
向
け
て

新
市
ま
ち
づ
く
り
計
画
の
策
定
に
向
け
て

計
画
の
策
定
方
針

《
計
画
の
趣
旨
》

新
市
の
ま
ち
づ
く
り
を
総
合
的
か
つ
効
果
的
に

推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
、
本
計
画
を
実
現
す

る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
市
町
村
の
速
や
か
な
一
体

化
を
促
進
し
、
住
民
福
祉
の
向
上
と
新
市
全
体
の

均
衡
あ
る
発
展
を
図
る
。

《
計
画
の
構
成
》

新
市
を
建
設
し
て
い
く
た
め
の

基
本
方
針

及
び
こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
基
本
計
画
、
実

施
計
画
、
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
及
び
財
政

計
画
を
中
心
に
構
成
。

《
計
画
の
期
間
》

主
要
事
業
、
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
及
び
財

政
計
画
は
、
合
併
後
、
お
お
む
ね
十
年
程
度
の
期

間
に
つ
い
て
定
め
る
。

《
計
画
の
内
容
》

・
将
来
を
見
据
え
た
長
期
的
視
野
に
立
つ
。

・
基
本
計
画
並
び
に
実
施
計
画
は
、
各
地
域
の
課

題
を
把
握
し
、
そ
の
特
性
を
生
か
し
な
が
ら
、

ハ
ー
ド
、
ソ
フ
ト
両
面
に
わ
た
り
効
果
的
な
事

業
の
展
開
を
図
る
。

・
公
共
的
施
設
の
統
合
整
備
は
、
関
係
市
町
村
の

住
民
生
活
に
急
激
な
変
化
を
及
ぼ
さ
な
い
よ
う

十
分
配
慮
し
、
地
域
の
バ
ラ
ン
ス
、
財
政
事
情

を
考
慮
し
な
が
ら
逐
次
実
施
す
る
。

・
財
政
計
画
は
、
新
市
に
お
い
て
健
全
な
財
政
運

営
が
行
わ
れ
る
よ
う
十
分
留
意
し
て
策
定
す

る
。

・
住
民
意
向
を
十
分
に
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
合

併
の
効
果
の
最
大
活
用
及
び
合
併
に
伴
う
懸
念

事
項
へ
の
適
切
な
対
応
に
、
十
分
留
意
し
て
策

定
す
る
。

計
画
の
策
定
体
制

《
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
会
議
》

企
画
、
財
政
、
総
務
、
自
治
振
興
担
当
課
長
で

構
成
。
基
本
方
針
、
基
本
計
画
、
実
施
計
画
の
各

素
案
を
ま
と
め
る
。

《
ま
ち
づ
く
り
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
ワ
ー
キ

ン
グ
会
議
》

企
画
、
財
政
、
総
務
、
自
治
振
興
担
当
係
長
等

で
構
成
。
基
本
方
針
、
基
本
計
画
、
実
施
計
画
の

素
案
策
定
を
行
う
。

《
ま
ち
づ
く
り
フ
ォ
ー
ラ
ム
》

各
市
町
村
か
ら
五
名
以
内
ず
つ
選
出
さ
れ
た
住

民
代
表
で
構
成
。
住
民
参
画
の
一
環
と
し
て
新
市

の
将
来
の
姿
を
検
討
、
協
議
会
に
対
し
て
新
市
の

ま
ち
づ
く
り
の

将
来
構
想

等
に
つ
い
て
提
言

を
行
う
。



事
務
事
業
の
一
元
化
に
向
け
て

事
務
事
業
の
一
元
化
に
向
け
て

《
調
整
の
目
的
》

関
係
市
町
村
の
異
な
る
行
政
サ
ー
ビ
ス
や
負
担

水
準
を
統
一
す
る
た
め
、
現
在
実
施
し
て
い
る
事

務
事
業
・
制
度
等
を
比
較
し
、
住
民
生
活
に
及
ぼ

す
影
響
な
ど
を
検
討
し
、
一
本
化
す
る
た
め
の
調

整
案
を
協
議
す
る
。
こ
の
際
、
合
併
の
メ
リ
ッ
ト

は
生
か
し
、
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ
い
て
は
解
消
を
図

る
視
点
が
大
切
で
あ
る
。

《
基
本
的
な
事
項
》

・
関
係
市
町
村
の
こ
れ
ま
で
の
ま
ち
づ
く
り
の
歴

史
に
配
慮
し
つ
つ
、
合
併
後
も
現
行
通
り
存
続

さ
せ
る
も
の
、
一
元
化
を
図
る
も
の
、
廃
止
す

る
も
の
を
区
分
。
そ
の
中
で
、
一
元
化
を
図
る

も
の
に
つ
い
て
は
、
統
合
す
る
も
の
と
再
編
す

る
も
の
を
区
分
す
る
。（
内
容
に
よ
っ
て
は
、

経
過
措
置
を
と
る
場
合
も
あ
る
。）

・
一
元
化
を
図
る
も
の
、
廃
止
す
る
も
の
に
つ
い

て
は
、
合
併
時
か
ら
実
施
す
る
も
の
と
合
併
後

一
定
期
間
を
お
い
て
実
施
す
る
も
の
に
区
分
す

る
。

《
合
併
協
定
項
目
協
議
の
原
則
》

事
務
事
業
の
調
整
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
基
本

的
な
方
針
に
基
づ
き
調
整
す
る
。

住
民
生
活
に
支
障
の
な
い
よ
う
速
や
か
な
一

体
性
の
確
保
に
努
め
る
。

行
政
サ
ー
ビ
ス
及
び
住
民
福
祉
の
向
上
に
努

め
る
。

負
担
公
平
の
原
則
に
立
ち
、
行
政
格
差
を
生

じ
な
い
よ
う
に
努
め
る
。

新
市
に
お
い
て
健
全
な
財
政
運
営
に
努
め

る
。

行
政
改
革
の
観
点
か
ら
、
事
務
事
業
の
見
直

し
に
努
め
る
。

新
市
の
規
模
に
見
合
っ
た
事
務
事
業
の
見
直

し
に
努
め
る
。

公
共
的
団
体
な
ど
の
一
本
化
に
努
め
る
。

専門部会・分科会一覧表
日現在

部会名 分科会名 事 務
事業数

事 務 局
担当市町

総 務

事務管理

串木野市

人事厚生
文書法制 選挙 庁舎管理
消防防災
税務

計

企 画 財 政

企画・男女共同参画

川 内 市

土地開発
国際交流
広報
自治振興
財政
会計
管財
契約

計

産 業 経 済

農林畜産

東 郷 町

農業委員会
農業土木
水産
商工業・運輸
企業誘致・港振興
観光イベント
宿泊施設

計

住民健康福祉

住民

串木野市

健康管理
福祉
国保介護
環境

計

建 設

土木

川 内 市

用地
都市計画
建築住宅
区画整理

計

上 下 水 道

水道・温泉管理

串木野市
水道工務
下水道管理
下水道工務

計

教 育

教育総務・給食

入 来 町

学校教育
社会教育
文化振興
スポーツ振興
教育振興施設

計

電 算 情 報 電算情報 川 内 市計

議会・監査
議会事務局

樋 脇 町監査
計

部 会 分科会 市町

部会名 分科会名 事 務
事業数

事 務 局
担当市町

総 務

企 画 財 政

産 業 経 済

住民健康福祉

建 設

上 下 水 道

教 育

電 算 情 報

議会・監査

部 会



川西薩地区任意合併協議会のメンバーです川西薩地区任意合併協議会のメンバーです

《協議会委員》

区 分 職 名 氏 名

川内市 市長 森 卓 朗

助役 岩 切 秀 雄

議長 原 口 博 文

議会市町村合併対策特別委員会委員長 今別府 哲 矢

串木野市 市長 冨 永 茂 穂

助役 上醉尾 巧

議長 福 田 清 宏

副議長 下迫田 良 信

樋脇町 町長 黒 瀬 一 郎

助役 宮 脇 秀 隆

議長 野久尾 正 徳

副議長 帯 田 博 美

入来町 町長 福 元 忠 一

助役 石 塚 政 輝

議長 山 本 佐 敏

副議長 上 野 一 誠

東郷町 町長 森 薗 正 堂

助役 寺 師 勉

議長 渡 辺 一 徹

副議長 北 迫 茂

祁答院町 町長 今 村 松 男

助役 平 田 陽 一

議長 瀬 尾 和 敬

副議長 肥 後 耕 作

里村 村長 塩 田 至

助役 鷺 山 和 平

議長 岸 悍

副議長 平 嶺 道 夫

上甑村 村長 藏 元 欽一郎

助役 長 秀 徳

議長 村 尾 幸 生

副議長 大 良 影 夫

下甑村 村長職務代理者 春 田 正 親

助役 春 田 正 親

議長 江 口 是 彦

副議長 町 弘 道

鹿島村 村長 尾 嗣

助役 中 野 捷

議長 塩 釜 三 郎

副議長 橋 野 利 邦

区 分 職 名 氏 名

《幹事会幹事》

区 分 所属市町村名等 氏 名

助 役 川内市 岩 切 秀 雄
串木野市 上醉尾 巧
樋脇町 宮 脇 秀 隆
入来町 石 塚 政 輝
東郷町 寺 師 勉
祁答院町 平 田 陽 一
里 村 鷲 山 和 平
上甑村 長 秀 徳
下甑村 春 田 正 親
鹿島村 中 野 捷

専
門
部
会
長

総務部会長 串木野市総務企画部長 冨 吉 光 義
企画財政部会長 川内市企画経済部長 平 敏 孝
産業経済部会長 東郷町経済課長 徳 田 恭 二
住民健康福祉部会長 串木野市市民福祉部長 山 下 二直男
建設部会長 川内市建設部長 新 武 博
上下水道部会長 串木野市建設部長 田 中 勇 造
教育部会長 入来町教委総務課長 本 田 憲 證
電算情報部会長 川内市企画経済部

情 報 推 進 課 長 村 尾 光 政
議会・監査部会長 樋脇町議会事務局長 岩 下 満 志

合併担当部課長 川内市企画経済部長 平 敏 孝
川内市企画課長 上 赤 勉
串木野市総務企画部長 冨 吉 光 義
串木野市企画財政課長 福 永 勝 文
樋脇町総務課長 福 留 久 根
入来町総務課長 水 流 信 雄
東郷町総務課長 手 島 博 文
祁答院町総務課長 鬼 塚 秀 範
里村総務課長 平 嶺 休 丸
上甑村企画課長 森 尾 康 彦
下甑村総務課長 西 手 正 孝
鹿島村総務課長 梶 原 五 郎

区 分 所属市町村名等 氏 名

職 名 氏 名 所属市町村名

事務局長 田 中 良 二 川内市
事務局次長 南 竹 一 敏 串木野市
事務局次長 川 野 眞 司 川内市
総務広報班長 森 園 一 春 入来町
総務広報班員 村 岡 斎 哲 里村
総務広報班員 井手上 和 洋 祁答院町
総務広報班員 橋 口 堅 川内市
調整第 班長 棚 町 健 治 串木野市
調整第 班員 平 利 朗 樋脇町
調整第 班員 上須田 敏 秋 鹿島村
調整第 班長 奥 平 幸 己 東郷町
調整第 班員 大 毛 昭 徳 下甑村
調整第 班員 田 代 健 一 川内市
計画班長 古 川 英 利 川内市
計画班員 江 口 洋 上甑村
計画班員 久 徳 和 久 串木野市

職 名 氏 名 所属市町村名

《事務局》

月 日現在

《顧 問》

鹿児島県 総務部地方課長 山 大 作

総務部地方課市町村合併推進室長 西中須 浩 一

川内総務事務所長 馬 場 英 俊

《幹事会オブザーバー》
鹿児島県

総 務 部 地 方 課
市町村合併推進室主幹 中 野 志 郎
川内総務事務所次長 上 薗 辰 郎



＊本協議会では、住民参画によるまちづくり計画の策定や行政サービス等に関する十分な協議が進められるように協議期間等スケジュールを設定してあります。�

参
考(

総
務
省
マ
ニ
ュ
ア
ル)
川
西
薩
地
区�

月 日に任意合併協議会が設立されてからのこれまでの事務の進捗状況は、次のとおりです。

項 目 進 捗 状 況

協議会だより
月 日に開催された設立総会及び第 回協議会の内容を協議会だより創刊号として発行。

月 日に各市町村へ発送。

ホームページ
月 日公開。随時更新。

ホームページアドレス

議事録作成 設立総会及び第 回協議会、第 回協議会の議事録を作成。各市町村へ 部発送。

事務事業一元化関係
（調整第 班・第 班）

月 日 事務事業一元化業務委託を着手。
月 日 日 各市町村事務事業一覧表の入力作業。

事務事業一覧表（ 件）により、 専門部会及び 分科会を確定。
月 日 電算・情報システム現況調査業務委託を着手。
月 日 各市町村及び一部事務組合、事務事業現況調査（個表）の入力作業。

新市まちづくり計画
策定準備
（計画班）

調査研究プロジェクトチームによる、政策研究等の作業を実施。
新市まちづくり事業チーム 月 日以降 回の会議を開催。
財政計画チーム 月 日以降 回の会議を開催。
コミュニティ政策チーム 月 日以降 回の会議を開催。
組織機構チーム 月 日以降 回の会議を開催。
新市将来構想アンケート調査の実施。（まちづくり調査・コミュニティ調査）

． 新市まちづくりの提言募集（一般住民・関係市町村職員を対象）

項 目 進 捗 状 況

事務の進捗状況



川
西
薩
地
区
の
市
町
村
合
併
に
関
す
る
情
報

を
住
民
の
皆
さ
ん
に
提
供
し
、
市
町
村
合
併
に

つ
い
て
の
判
断
材
料
と
し
て
い
た
だ
く
た
め
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
十
一
月
七
日
か
ら
開
設

し
ま
し
た
。

市
町
村
合
併
と
は
？

合
併
の
手
続
き

効
果

と
課
題
と
は
？

と
い
っ
た
市
町
村
合
併
に
関
す
る
基

本
的
な
こ
と
、
合
併

、
川
西
薩
地
区
任
意
合
併

協
議
会
の
開
催
状
況
や
議
事
録
、
今
後
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー

ル
な
ど
を
掲
載
し
て
い
る
ほ
か
、
皆
さ
ん
の
ご
意
見
や

お
問
い
合
わ
せ
に
も
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま

す
。
ぜ
ひ
ア
ク
セ
ス
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
ア
ド
レ
ス
は
次
の
通
り
で
す
。

合
併
講
演
会
の
ご
案
内

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
で
は
、
住
民
の

皆
様
に
市
町
村
合
併
に
つ
い
て
の
現
状
や
課
題
を

確
認
し
、
市
町
村
合
併
の
あ
り
方
に
つ
い
て
認
識

を
深
め
て
も
ら
う
た
め
、講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。

会
場
は
串
木
野
市
の

シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
さ

の
さ

で
、
十
二
月
十
五
日
（
日
）
午
後
一
時
開

場
、
一
時
半
開
演
で
す
。

兵
庫
県
内
の
四
町（
篠
山
町
西
紀
町
丹
南
町

今
田
町
）が
平
成
十
一
年
四
月
一
日
に
合
併
し
て

誕
生
し
た
篠
山
市
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
長
、
森

本
繁
氏
を
講
師
に
迎
え
、
篠
山
市
の
合
併
と
ま
ち

づ
く
り
の
テ
ー
マ
で
話
し
を
し
て
も
ら
い
ま
す
。

協
議
会
は
傍
聴
で
き
ま
す

任
意
合
併
協
議
会
の
会
議
は
住
民
の
方
も
傍
聴

で
き
ま
す
。
一
般
傍
聴
人
の
定
員
は
三
十
名
。
会

場
の
都
合
で
定
員
の
数
が
増
減
さ
れ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
。

傍
聴
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
所
定
の
傍
聴
届
に

住
所
及
び
氏
名
を
記
入
し
、
協
議
会
の
事
務
局
に

提
出
し
、
傍
聴
証
の
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

傍
聴
証
は
会
議
開
催
予
定
時
刻
の
十
五
分
前
か
ら

先
着
順
に
交
付
。
傍
聴
希
望
者
が
定
員
を
超
え
る

場
合
は
く
じ
引
き
で
選
ぶ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

今
後
の
協
議
会
開
催
予
定

今
後
の
任
意
・
法
定
合
併
協
議
会
の
会
議
の
開

催
予
定
は
次
の
通
り
で
す
。

・
任
意
合
併
協
議
会
第
四
回
会
議

十
二
月
二
十
五
日
（
水
）
午
後
一
時
半
か
ら
、
川

おおおおおおおお

知知知知知知知知知知

らららららららららら

せせせせせせせせせせ

内
市
の
太
陽
パ
レ
ス
。
同
日
は
法
定
協
議
会
が
発
足

し
、
そ
の
第
一
回
会
議
も
開
催
さ
れ
る
予
定
で
す
。

・
法
定
協
議
会
の
第
二
回
会
議

来
年
一
月
十
四
日
（
火
）
午
後
一
時
半
か
ら
、

串
木
野
市
の
シ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
さ
の
さ
。

新
し
い
市
の
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

ご
提
言
く
だ
さ
い

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会
で
は
、
そ
の
協

議
を
進
め
て
い
る
新
市
が
、
人
口
（
約
十
三
万
人
）

や
産
業
の
面
で
統
計
上
県
内
第
二
の
ス
ケ
ー
ル
と

な
る
こ
と
か
ら
、
今
後
、
多
彩
な
地
域
個
性
を
活

か
し
な
が
ら
、
名
実
共
に
南
九
州
の
拠
点
都
市
と

な
る
よ
う
な

ま
ち
づ
く
り

に
つ
い
て
の
具
体

的
な
検
討
を
進
め
て
ま
い
り
ま

す
。そ

こ
で
、
合
併
し
た
場
合
の
新

市
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
し
て
住
民

の
皆
様
か
ら
の
ア
イ
デ
ア
と
提
言

を
募
集
し
ま
す
。

左
記
の
テ
ー
マ

の
ど
れ

で
も
選
択
し
、
あ
な
た
の
自
由
な

お
考
え
や
感
じ
て
い
る
こ
と
、
新

し
い
ま
ち
へ
の
期
待
や
要
望
、
夢

な
ど
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。（
全

て
の
テ
ー
マ
を
ご
提
言
い
た
だ
い

て
も
結
構
で
す
）

テ
ー
マ新

し
い
市
が
誕
生
し
た
と
き

に

自
慢
し
た
い
、
残
し
た

い
、
伸
ば
し
た
い
、
く
ふ
う
し
た
い

も

の
は
？
（
政
策
、
住
民
の
取
り
組
み
、
自
然
、

祭
り
等
々
）

テ
ー
マ魅

力
あ
る
ま
ち

活
力
の
あ
る
ま
ち

幸

せ
を
実
感
で
き
る
ま
ち

に
し
て
い
く
た
め
に

は
、
何
が
大
切
で
、
何
を
し
た
ら
よ
い
と
思
い

ま
す
か
？

テ
ー
マ新

市
の
ま
ち
づ
く
り
の
望
ま
し
い
姿
、
イ

メ
ー
ジ
、
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
は
ど
の
よ
う
な

も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

テ
ー
マそ

の
他
、
期
待
す
る
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て

の
政
策
等
自
由
な
ご
提
言
（
こ
ん
な
ま
ち
に

な
っ
て
ほ
し
い
、
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
、
子
ど

も
た
ち
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
し
て
ほ
し
い

な
ど
）

応
募
方
法

募
集
期
間

十
一
月
二
十
九
日

十
二
月
二
十

日
（
第
一
回
締
め
切
り
…
法
定
協
議
会
設
置
後
も

募
集
し
ま
す
。）

提
出
方
法

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
・
電
子
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ク
シ
ミ

リ
・
郵
送
（
原
稿

サ
イ
ズ
）
の
い
ず
れ
か
で
、

ご
提
言
と
住
所
・
氏
名
（
ふ
り
が
な
）
・
年
齢
・
性

別
・
連
絡
先
を
明
記
し
て
お
送
り
く
だ
さ
い
。

電
話
に
よ
る
提
言
提
出
、
匿
名
で
の
提
言
は
、

ご
遠
慮
く
だ
さ
い
。

そ
の
他

応
募
内
容
等
詳
し
い
こ
と
は
、
事
務

局
に
お
問
い
合
わ
せ
下
さ
い
。

川
西
薩
地
区
任
意
合
併
協
議
会

事
務
局
計
画
班

川
内
市
神
田
町

番

号

（
川
内
市
役
所
内
）

（
内
線

）

＠


